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2026 年６月２日  

 
 ＬＥＣ書籍をご利用いただきまして、ありがとうございます。 
  
 『2026 年版 出る順行政書士 良問厳選 肢別過去問題集』第１刷の記載につきまして、

訂正がございます。 
   

GD05884『2026 年版 出る順行政書士 良問厳選 肢別過去問題集』第１刷 
 
（ p.236 ） 18  問題文（１行目）   

18 Ｂは、Ｃにカメラを売却し、以後Ｃのために占有する旨の意  
       ↓（追加）   

18 Ａ所有のカメラをＢが処分権限なしに占有していたところ、ＣがＢに所有権が 
 あると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくＢから同カメラを買い 
 受けた。Ｂは、Ｃにカメラを売却し、以後Ｃのために占有する旨の意    

（ p.236 ） 19  問題文（１行目）   
19 Ｂは、Ｃにカメラを売却する前にカメラをＤに寄託していた  

       ↓（追加）   
19 Ａ所有のカメラをＢが処分権限なしに占有していたところ、ＣがＢに所有権が 
 あると誤信し、かつ、そのように信じたことに過失なくＢから同カメラを買い 
 受けた。Ｂは、Ｃにカメラを売却する前にカメラをＤに寄託していた    

（ p.479 ）親の責務等  １  解説（１行目）   
〇 そのとおり。子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重する  

                   ↓（追加）   
〇 そのとおり。父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重する    

（ p.729 ） 14  解説（１行目）   
× 判例は、「本件転任処分は、……同一市内の他の中学校数諭に補する旨配置  

                                                               ↓（訂正）   
× 判例は、「本件転任処分は、……同一市内の他の中学校教諭に補する旨配置    

（ p.773 ） 12  解説（２行目）   
処分または裁決があったことにより生ずる償うことのできない損害を避ける  

                   ↓（訂正）   
処分または裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避ける    

 以上のように、訂正してお詫びします。制作上の不手際によりご迷惑をおかけしまして

申し訳ございません。 
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